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平成２３年度を中心とした障害者施策の取組

第１章 施策の総合的取組と障害者の状況
【１】障害者制度改革の動向
１ 制度改革の推進
（１）本部及び推進会議
我が国の障害者施策について近年の大きな動きとしては、平成２１年１２

月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」（以下「本部」という。）が設置
され、そのもとで障害当事者（障害のある人本人及びその家族）を中心と
する「障がい者制度改革推進会議」（以下「推進会議」という。）が平成２２
年１月から開催されたことがあげられる。
制度改革に向けた精力的な検討は、２３年度においても引き続き行われ

た。

ア 本部と推進会議の構成
本部は、平成２１年１２月閣議決定により設置され、内閣総理大臣を本部

長、内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣（障害者施策）を副本部長、他
のすべての国務大臣を本部員として、それまでの「障害者施策推進本部」
（以下「旧本部」という。）を廃止して設けられたものである。
本部は、障害者の権利に関する条約（仮称）（以下「障害者権利条約」

という。）の締結のために必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害
者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関の相互間の緊密な連携
を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るものであり、
当面５年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置付け、改革の推進
に関する総合調整、改革推進の基本的な方針の案の作成及び推進並びに
「障害」の表記の在り方に関する検討等を行うこととした。（図表１参照）。
なお、推進会議は、実際に障害のある人が積極的に意見を持ち寄って議

論を行うことができるよう、構成員（オブザーバーを含む）の半数以上（２６
名のうち１５名）は、障害当事者（障害のある人及びその家族）から構成さ
れた。

イ 「第一次意見」と閣議決定
推進会議は、平成２２年１月から６月までの１４回の会議を経て２２年６月に

第一次意見「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」（平成２２年６
月７日）をとりまとめた。
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障害者制度改革の推進体制

障がい者制度改革推進本部
（内閣総理大臣を本部長としすべて
の国務大臣で構成） 

障がい者制度改革推進会議 
（障害者、障害者の福祉に関する事
業に従事する者、学識経験者等） 

部会（施策分野別） 

【新たな推進体制の下での検討事項の例】 
・障害者権利条約の実施状況の監視等を行う機関（モニタリング機関） 
・障害を理由とする差別等の禁止に係る制度［差別禁止部会で検討］ 
・教育 
・労働・雇用 
・障害福祉サービス［総合福祉部会で検討］　　　　　　　　　等 

その基本的な考え方は、
① 「権利の主体」である社会の一員
② 「差別」のない社会づくり
③ 「社会モデル」的観点からの新たな位置づけ
④ 「地域生活」を可能とするための支援
⑤ 「共生社会」の実現

であり、基礎的な課題、横断的課題、個別分野の基本的方向と今後の進め
方などが盛り込まれた。
第一次意見は本部長（内閣総理大臣）に提出され、本部の検討を経て「障

害者制度改革の推進のための基本的な方向について」が平成２２年６月２９日
に閣議決定された。（概要は図表２のとおり。）

（２）閣議決定（「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」）
の内容

この閣議決定は、基本的考え方として、障がい者制度改革推進会議の第
一次意見を最大限に尊重し、我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の

■図表１ 障害者制度改革の推進体制（障害者政策委員会発足まで）
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推進を図り、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重
し、人格を認め合う共生社会を実現することを掲げている。
次に、「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」とし、まず、「基

礎的な課題における改革の方向性」として次のような２点を定めている。
① 地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築（障害者が自ら選択す
る地域への移行支援や移行後の生活支援の充実、及び平等な社会参加、
参画を柱に据えた施策の展開。虐待のない社会づくり）

② 障害のとらえ方と諸定義の明確化（障害の定義の見直し、合理的配慮
が提供されない場合を含む障害を理由とする差別や、手話その他の非音
声言語の定義の明確化）
次いで「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」として、

次のような３点を定めている。
① 障害者基本法の改正と改革の推進体制・障害や差別の定義を始め、基
本的施策に関する規定の見直し・追加
・改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設置
・改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を担うい
わゆるモニタリング機関の法的位置付け等

→第一次意見に沿って検討、平成２３年に法案提出を目指す
（注：この法案については、平成２３年４月に国会に提出され、７月に
可決成立した。詳細は後述。）

② 障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等
・障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的とし
た制度の構築

→第一次意見に沿って検討、平成２５年に法案提出を目指す
（注：これらについては、平成２２年１１月に推進会議の下に「差別禁止
部会」が設けられ、検討が行われている。）
これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう検
討

③ 「障害者総合福祉法」（仮称）の制定
・制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援
体系の整備等を内容とする制度の構築

→第一次意見に沿って検討、平成２４年に法案提出、２５年８月までの施行
を目指す（注：平成２２年４月に推進会議の下に「総合福祉部会」が設
けられ、同部会での議論を踏まえ、平成２４年３月に「障害者自立支援
法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（障害者総合支援法）」とする内容を含む「地域社会における共生


